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エグゼクティブ・サマリー
2017年7月18日、経済協力開発機構（Organization for Economic Cooperation  
and Development: OECD）は、国別報告書の実施指針（Guidance on the  
Implementation of Country-by-Country Reporting）の更新版（以下、「本実施
指針」）を公表しました。この更新版は、以下に示す新たな2つの疑問点に対処して
います。第一に、税務管轄地に複数の構成企業が存在する場合、集計データと連結 
データのどちらを使用して国別（Country-by-Country: CbC）報告書が作成・提出 
されるべきかという点です。また、第二の点は、合弁会社（ジョイントベンチャー）な
ど複数の非関連多国籍企業（multinational enterprise: MNE）グループによって
所有及び/又は管理されている事業体の取扱いについてです。

本実施指針については、現在、英語版とフランス語版が入手可能であり、またドイツ
語版も間もなく入手可能となる予定です。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
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詳細解説
2016年6月、OECDは、税源浸食と利益移転（Base Erosion  
and Profit Shifting: BEPS）行動の行動13に基づく国別
（CbCR又はCbC報告書）報告書に関する追加指針を公表し
ました。この追加指針は、次の4つの論点に対応しています。 
それは、親会社の税務管轄地において任意提出を行うMNEに 
とって選択可能な提出方法に関する経過措置、投資ファンド及
びパートナーシップに対するCbC報告書の適用、そして、MNE
グループの合意された提出基準値に対する為替変動の影
響です1。OECDは2016年12月にCbC報告書の実施指針
の更新版を公表し、CbC報告書の通知義務に関する新たな
疑問点に対処しています。この更新版の中でOECDは、CbC 
報告書の通知義務に関するフレキシブル・アプローチがBEPS
行動13のミニマム・スタンダードに沿ったものであるかどうかと
いう点について説明しています2。

2017年4月、OECDは新たな疑問点を追加し、CbC報告書の
実施指針を以下に示す4つの領域・論点別に再編しました。そ
れは、①CbC報告書のテンプレートに記載されている項目の定
義、②CbC報告書において報告対象となる事業体、③CbC報告
書の提出義務、④CbC報告書の共有メカニズムです。

2017年7月18日、OECDはCbC報告書の実施指針を更新し、
新たに2つの論点を追加しました。この更新版では、第一に、税
務管轄地に複数の構成企業が存在する場合、集計データと連
結データのどちらを使用してCbC報告書が作成・提出される
べきかという点、及び、第二には、合弁会社など複数の非関連
MNEグループが所有及び/又は管理する事業体の取扱いにつ
いて説明されています。

集計データか、あるいは連結データなのか?
本実施指針では、行動13及びモデル法令の指針が改めて示さ
れており、クロスボーダー取引や税務管轄地内での取引、関連
当事者間の取引や非関連当事者間の取引などにかかわらず、
税務管轄地レベルでは集計データを使用してCbC報告書が作
成・提出されるものとすると規定されています。

しかし、本実施指針では、「税務管轄地が税務上の連結報告書
の提出を含む連結納税制度を採用しており、連結調整によっ
てグループ間取引が個別の勘定科目レベルで消去されている
場合には、当該税務管轄地は納税者が連結データを使用して
CbC報告書を作成・提出することを許可することができる」と規
定されています。したがって、このような連結納税制度を採用し
ている税務管轄地は、集計データではなく、連結データを使用
したCbC報告書の作成・提出を許可するための具体的な措置を
講じることができることになります。

この選択肢が特定の税務管轄地で利用可能となったと仮定し
た場合、連結データによるCbC報告書の作成・提出を選択する
納税者は、表1に示す各税務管轄地への報告にも連結データを
使用する必要があることに加え、毎年一貫して連結データを使
用続けなければなりません。本実施指針では、納税者は、「本報
告書は表1のデータを報告するために税務管轄地レベルでの
連結データを使用して作成されている」という文言を表3に記
載するとともに、納税者が集計データを使用してCbC報告書を
作成・提出したと仮定した場合、連結データが集計データと異な
っている表1のコラムを表3に明記しなければならないと規定
されています。

本実施指針では、「BEPS包摂的枠組みの参加国・地域は、各国・
地域の特殊な国内事情を考慮したうえで、集計ベースによる
CbC報告書に関する指針をできる限り速やかに実施することが
期待される」と規定されています。本実施指針では、例えば、税
務管轄地内の取引に関する連結データの報告を許可する指針
がすでに公表されている場合には、MNEグループが時間をか
けて必要な調整を行うことができることが認められています。
したがって、本実施指針では、「税務管轄地は、経過期間が短い
ときには（つまり、2016年中に開始する会計年度については）
ある程度の柔軟性を認めることができる」と規定されていま
す。この経過メカニズムのもとで連結データを報告する納税者
は、上記と同様な表3の情報を提供しなければなりません。

複数の非関連MNEグループにより所有及び/ 
又は管理されている事業体の取扱い
本実施指針では、CbC報告書の目的上、基本原則として、事業
体の取扱いは会計処理に従うべきであると改めて述べられて
います。事業体が複数の非関連MNEグループによって所有及
び/又は管理されている場合には、CbC報告書の目的上、当該
事業体の取扱いは、各非関連MNEグループに個別に適用され
る会計ルールに基づいて決定される必要があります。したがっ
て、適用される会計ルールによって、事業体をMNEグループの
連結財務諸表に連結することが義務付けられている場合には、
当該事業体はMNEグループの構成企業と見なされることにな
ります。しかし、適用される会計ルールに基づいて事業体を連
結する必要がない場合、又は、持分法会計ルールに基づいて事
業体を財務諸表に組み入れている場合には、当該企業は構成
企業と見なされないことになり、その結果、CbC報告書で報告
されないことになります。本実施指針では、完全連結又は比例
連結を使用する場合にこのアプローチが適用されると規定さ
れています。
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本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。

EY税理士法人
須藤 一郎 パートナー +81 3 3506 2637 ichiro.suto@jp.ey.com 
佐藤 佳子 エグゼクティブディレクター +81 3 3506 2703 yoshiko.sato@jp.ey.com

巻末注

1. 2016年7月12日付、EY Japan tax alert、「OECDが国別報告書の実施に関する追加指針を公表」をご参照ください。

2. 2016年12月19日付、EY Japan tax alert、「OECDが国別報告書に関する指針を改定、国ごとの実施状況を掲載する新ウェブサイトも
開設」をご参照ください。

3. 2017年4月7日付、EY Global Tax Alert, 「OECD updates its Guidance on Country-by-Country Reporting」（英語のみ）をご参
照ください。

本実施指針では、「税務管轄地は、比例連結が適用される場合
には、年間連結売上高7億5000万ユーロであるCbC報告書の
提出基準値を適用するうえで、事業体の総売上高を比例配分し
て算入することを認めることができる」と規定されています。ま
た、税務管轄地は、MNEグループが、同グループの連結財務諸
表に記載された情報の範囲内で、同グループのCbC報告書に
事業体の財務データを比例配分で算入することを認めること
ができます。

おわりに
CbC報告書の実施に関連して生じた実務的な疑問に関して
OECDが追加指針を公表するのは、これで4度目となります。本
実施指針では、「税務管轄地が税務上の連結報告書の提出を含
む連結納税制度を採用しており、連結調整によってグループ間
取引が個別の勘定科目レベルで消去されている場合には、当

該税務管轄地は納税者が集計データではなく連結データを使
用してCbC報告書を作成・提出することを許可することができ
る」という旨が定められていますが、どの税務管轄地が連結デ
ータを使用したCbC報告書の作成・提出を許可するための措置
を講じるかについてはまだ定かではありません。また、本実施
指針では、複数のMNEグループにより所有及び/又は管理され
ている事業体の取扱いがより明確に規定されています。OECD
が行動13の最終報告書を公表して以来、CbC報告書に関連す
る活動は全般的に継続かつ増大していますが、特に最終親会社
等届出義務に関する活動が増大しています。CbC報告書の実
施指針は、今後も引き続き更新されると予想されます。納税者
は、CbC報告書に関する新たな要求事項や要求事項の修正、及
び、各国・地域がこの新実施指針をどのように実施し、又は、当該
指針に対してどのように反応するかを引き続き注意深く監視す
ることが重要です。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20160712-3.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20161219-2.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20161219-2.html
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-updates-its-guidance-on-country-by-country-reporting
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。
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